
 

 

 

令和６年１月～５月労働災害発生状況 

 
大河原署管内 宮城労働局管内 

R5（確定） R6（速報） 前年比 R5（確定） R6（速報） 前年比 

製造業 計 7  15    8 129 (2) 145    16(-2) 

食 料 品 製 造 業 6  4  -2 68  55  -13 

機械金属製造業 0  7  7 31 (1) 52  21(-1) 

建設業 計 9  8  -1 100 (4) 102   2(-4) 

土 木 工 事 業 6  4  -2 32  31   -1 

建 築 工 事 業 3  3  ±0 46 (3) 49   3(-3) 

そ の 他 の 建 設 0  1  1 22 (1) 22  ±0(-1) 

運輸交通業 計 3  8    5 126  131    5 

陸上貨物運送業 1  9    8 106  128 (1）    22（1） 

商 業 13  8  -5 162 (1) 138  -24(-1) 

社会福祉施設 3  5   2 72  85  13 

全 産 業  58  57  -1 837 (7) 818 (4) -19(-3) 

 

 

 

 

 

 

 

７月１日から７月７日までを本週間とする全国安全週間が以下のスローガンの下で開催されます。 

『危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全』 

労働災害を少しでも減らし、労働者一人ひとりが安全に働くこ 

とができる職場環境を築くためには、令和５年に策定された「第 14 

次労働災害防止推進計画」に基づく各施策を着実に推進すること 

が必要です。計画年次２年目となる令和６年度においても、 

「SafeworK 向上宣言」の活用等により、引き続き労使一丸となった 

積極的な取組をお願いいたします。 

 （詳細は下の QR コードから宮城労働局のホームページをご覧ください。 

「SafeworK 向上宣言」の積極的活用、登録をお願いします。） 

 

  宮城労働局ホームページ  

（全国安全週間）  

 

 

 

 

 

 

※１ 休業４日以上の死傷労働災害（労働者死傷病報告による）の数値。前年比は死傷者数（人）、（ ）は内数で死亡者数。／※２ 機械金属製造

業は、鉄鋼業・金属製品・一般機械・電気機械・輸送用機械等製造業の合計。／※３ 陸上貨物運送業は道路貨物運送業と陸上貨物取扱業の合計。 

令和６年６月 25 日発行 

労 基 署 便 り 大河原労働基準監督署 

令和６年度 No.３ 

（新型コロナウイルス感染症によるものを除く） 

令和６年度「全国安全週間」が始まります！ 
～労使一丸となって無災害を目指しましょう～ 

7 月 1 日~7 月 7 日 



 
 

「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」実施中 
～７月は重点取組期間です！～ 

発行：大河原労働基準監督署（TEL0224-53-2154）柴田郡大河原町字新東 24-25 

労働条件や安全衛生の確保・改善、労災補償等についてご不明な点やお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。 

労働時間制度等のご相談については「労働時間相談・支援班」がご希望に応じて個別訪問で対応いたします。 

労働条件関係は監督係、労働災害防止・健康確保対策関係は安全衛生係、労働保険料・労災保険関係は労災係まで。 

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう 

 

 

 

 

 

 昨年１年間の職場における熱中症の発生状況を見ますと、全国での死亡を含む休業４日以上の死傷者数は

1,106 人、うち死亡者数は 31 人、宮城労働局管内での死亡を含む休業４日以上の死傷者数は 24 人、うち死亡者

数は１人となっています。熱中症は屋外のみならず屋内においても発生しております。以下のリーフレット（詳細は

QR コードから）等を参照いただき、熱中症防止対策の徹底をお願いいたします。 

      

                               
 

 

働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次

有給休暇の計画的付与制度（※１）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の

年次有給休暇（※２）の活用が効果的です。 

労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏に向けて導入をご検討ください。 

（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、５ 

日を除いた残りの日数については、労  

使協定を締結すれば、計画的に取得日  

を割り振ることができる制度です。 

（※２）年次有給休暇の付与は原則１日単位 

ですが、労使協定を締結すれば年５日 

の範囲内で時間単位の取得が可能と 

なります。 

※年次有給休暇取得       

促進特設サイト ☞  

 

5 月 1 日~9 月 30 日 


